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Ⅰ 健康関連ビジネスモデル推進事業について 

 １．制度の目的   

  新潟県には、食品加工業、新素材を用いた微細加工技術など他県と比べて競争力

のある産業や技術を有しているほか、温泉や自然等の健康維持・改善につながる豊

富な資源、医療福祉系大学、研究機関など、幅広く健康産業を創出する土壌が揃っ

ており、有望成長分野である「健康・福祉・医療」関連分野において潜在的強みを

持っています。 

  本制度は、県内の企業や地域の多様な組織が連携しながら、主体性と創意工夫に

より新たな健康関連ビジネスを創出しようとする取組（「健康産業発展の道標」と

なる先導的プロジェクト）を支援し、より多くの成功事例を輩出することで、健康

分野への新たな参入や新事業展開を促進し、もって健康関連産業を育成することを

目的としています。 

 

 ２．事業概要  

  地域の企業や団体等が主体となって取り組む「健康産業発展の道標」となるよう

先導的プロジェクトに必要な経費を補助するものです。 

  応募対象となる事業区分については、以下に示す、「地域モデル枠」、「異業種企

業連携枠」、「売れる仕掛けづくり枠」の三つの区分があり、提案者は応募に際して

いずれかを選ぶことが必要となり、同一のプロジェクトに関しては、重複して応募

することが不可となります。 

（１）事業区分 

  ア．地域モデル枠（P.8） 

    地域資源等を活用し新たな健康サービスを構築するプロジェクトを支援 

  イ．異業種企業連携枠（P.9） 

    新たな機器･食･サービスを開発･構築するプロジェクトを支援 

  ウ．売れる仕掛けづくり枠（P.10） 

    既に市場化がなされた機器･食･サービスの一層の販売拡大を目指すプロジェ

クトを支援 

（２）支援期間 

   最大２年間の支援となります。ただし、２年の補助の場合は、予め２年間の事

業計画とする必要があり、２年目事業においても審査があります。 

   地域モデル枠または異業種企業連携枠を２年間取り組んだ後に、売れる仕掛け

づくり枠に申請することも可能です。 

（３）補助率 

   補助対象事業費の１／２を補助します。 

ただし、２年目事業の場合は１／３の補助となります。 
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 ３．事業主体  

健康・福祉・医療をキーワードとして特定の産業分野にとらわれない横断的な連

携を促すことで、付加価値の高い健康関連ビジネスが県内各地で輩出されることを

目指すため、県内中小企業者を含む複数（二者以上）の事業者が連携・協働する連

携体（＝「コンソーシアム※１」形式）による取組を支援対象とし、県からの補助

金の交付はコンソーシアムの代表者(以下「代表団体」という。)が対象となります。 

補助金交付先の代表団体は、中小企業者※２又は法人格を有する団体とし、自治

体、大企業や県外企業は代表団体にはなれません。ただし、自治体、大企業や県外

企業をコンソーシアムの一員とすることは可能です。 

 

  ※１：コンソーシアム 

 ○中小企業者のほか、商工会・商工会議所、事業協同組合等各種組合、大学、研究機

関、ＮＰＯ法人、ＪＡ、観光協会、支援機関、自治体など、必要な者で構成されてい

ること。 

 ○県内中小企業者を含む協働関係にある者が２以上参加するものであること。 

 ○大企業との連携にあたっては、主に県内中小企業者に有益となるような連携であるこ

と。（大企業には県外を本社所在地とする大企業の子会社も含む。） 

 ○大企業とその子会社のみによる連携ではないこと。 

 

  ※２：中小企業者 

   下表に示す資本金基準又は従業員基準のいずれか一方の基準に該当する法人又は個人

をいいます（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業

者（個人事業者を含む。））。 

主たる事業として営んでいる業種 資本金基準 従業員基準 

製造業、建設業、運輸業その他業種 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業（下記以外） ５千万円以下 １００人以下 

ソフトウェア業又は情報処理サー

ビス業 
３億円以下 ３００人以下 

 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

  ＊「資本金」は、資本の額又は出資の総額をいい、従業員には、常時、使用する従業員をい

い、事業主、会社の役員、臨時の従業員を含みません。 

ただし、上記基準を満たしていても、次の方は対象となりません。 

 ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上が同一の大企業（特定ベン

チャーキャピタル及び県内を本社所在地とする大企業は除く。イ及びウも同じ。）の所

有に属している中小企業者。 
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 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上が大企業（中小企業基本法に規

定する中小企業者以外の者）の所有に属している中小企業者。 

 ウ 役員の総数の２分の１以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者。 

 

 ４．応募手続き等  

（１）公募期間 

   平成 20年４月１日（火）から平成 20年４月 21日（月）まで 

 

（２）応募者（申請者） 

   代表団体の長（代表者）が応募者となります。 

 

（３）書類の提出 

  ア．受付窓口：新潟県産業労働観光部 産業振興課 新分野育成係 

         〒950-8570 新潟市新光町４番地１ 

         ℡ ０２５－２８０－５７１８ 

  イ．提出方法：（４）の提出書類を作成のうえ、上記受付窓口へ郵送又は持参に

より期限までに必着するよう提出してください。 

 

（４）応募書類の作成 

希望する上記補助金の「地域モデル枠」「異業種企業連携枠」「売れる仕掛けづ

くり枠」のいずれかを選択し、記載要領及び記載例を参考にして、公募申請書

（P.14～18）、事業費明細書（P.19～20）、申請者である代表団体の株主等一覧表

（P.23）及び参加団体等の概要（P.24）を作成してください。「売れる仕掛けづ

くり枠」については、あわせて経営計画書(P.22)も作成してください。 

 

（５）添付書類 

応募書類の他に、直近２期分（半年決算の場合は３期分）の 決算書写し（創

業２年未満の場合は１期分）と事業の内容がよくわかる資料等も提出してくださ

い。なお、用紙のサイズはできるだけＡ４に統一し、添付書類はできるだけ 10

枚以内にしてください。 

 

（６）応募に際しての注意事項 

 ア．当該年度で同一の者が代表団体として応募できるのは１テ－マに限ります。

なお、同一の者がコンソーシアムの参加団体等として複数の応募プロジェクト

に参加することは差し支えありません。 

 イ．応募にあたっては、所定の応募書類に必要事項がすべて適切に記載されてい

ない、決算書等の写しが添付されていない場合は、不採択とします。 

 ウ．同一の代表団体が類似内容で他の補助金と併願している場合には、採択時に

調整する可能性があります。 
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 エ．19 年度からの継続で２年目事業を実施している者が、新たなテーマのプロ

ジェクトで申請する場合は、採択に当たって調整する可能性があります。 

 オ．代表取締役が同じ会社の同時申請などはご遠慮ください。 

 

５．事業認定の決定方法について  

（１）審査 

   書面審査を通過した事業計画について、外部委員を含む事業評価委員会におい

てプレゼンテーションを行っていただき、その評価により事業認定の採否を決定

します。 

 

（２）採否の通知 

   採否の結果について、後日、応募者あて書面により通知します。 

   その結果、採択となった者は、別途「健康関連ビジネスモデル推進事業補助金

交付要綱」に基づく補助金の交付に係る手続きを行っていただきます。 

   なお、不採択の理由についての問い合わせには応じられませんので、ご了承く

ださい。 

 

（３）公表 

   原則として、採択となった場合には、代表団体名、代表団体の代表者名、事業

テーマ、住所、業種、設立年月、従業員数、電話番号、コンソーシアム参加者名、

採択年度、補助事業の区分を公表します。 

   なお、不採択の場合は、公表時に代表団体及び参加団体の業種、事業の概略を

公表の対象とします。（不採択事業においては、個別企業・団体名及び、事業概

要で申請者を特定できる部分については公表対象から外します。） 

 

 ６．補助金執行スキーム  

（１）補助金の交付を受ける者は代表団体となり、原則として代表団体が支出する経

費のみが補助対象となります。 

 

（２）連携体参加者が契約、支払いする場合には、購入した証拠書類（見積書、合い

見積もり書、納品書、請求書等）を添付し代表団体に対し立替払い請求を行って

ください。 

   この立替払い請求をもって代表団体が支出する経費として補助対象とすること

ができます。 

 

（３）連携体参加者が備品、機械装置等を購入する場合、物品管理及び固定資産台帳

への計上は代表団体において行い、貸与の形となります。 
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 ７．補助事業の期間  

   補助事業の期間は、交付決定の日から平成 21年３月 31日までとなります。交

付決定日以前に行った事業は補助対象となりません。 

 

 

 ８．主な事業スケジュール  

 

平成20年３月19日   公募説明会（健康ビジネス創出フォーラム2008） 

    ３月末まで  制度ＰＲ、事前相談 

    ４月１日   プロジェクト公募開始 

             

    ４月21日   公募〆切 

～ 

           審査（書類審査及び事業評価委員会） ～

    ５月下旬   採択案件決定通知 

           交付申請・交付決定※１ 

    10月20日   事業遂行状況報告書の提出（９月末までの状況報告） 

       ↑ 

       ↓     
（事業の進捗状況について、別途中間報告を求めます。） 

平成21年３月31日   事業完了※２ 

    ４月５日まで 実績報告書の提出 

    ４月～５月  補助金額の確定・支払い※３ 

     

  ※１：交付決定日以降に発注（契約）した物品等が、補助対象となり、交付決定日前

において発注（契約）した物品等は、補助対象になりません。 

  ※２：補助対象経費に係る支払いは平成 21 年３月 31 日までに全て完了する必要があ

ります。支払いが４月以降となったものは補助対象になりません。 

  ※３：補助金の支払いは、原則として実績報告書を確認した後行います。 
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 ９．補助事業者の義務  

補助金を受けた場合は、以下の事項を守らなければなりません。 

（１）補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、事前に承認を得る

こと。 

（２）事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。 

（３）年度半ばの事業の遂行状況について、遂行状況報告書を提出すること。 

（４）事業完了後、実績報告書を提出すること。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した財産は、事業終了後も善良なる管理者

の注意をもって管理し、補助金交付の目的にしたがって効率的な運用を図ること。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、事前に承認を

受けること。また、処分により収入があった場合には、その収入の全部又は一部

を県に納付すること。 

（７）事業の成果の企業化、事業により取得した工業所有権の譲渡、実施権の設定等

により収益が生じたときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県

に納付していただくことがあります。 

（８）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日

の属する年度の終了後５年間保存すること。 

（９）事業終了後５年間、各年における補助事業成果の企業化状況を報告、及び補助

事業に関係する調査の協力をしなければなりません。 
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 10．健康関連ビジネスモデル推進事業のしくみ  

 

 【事前調査。書面審査】（第１段階） 

 

中

小

企

業

者

等 

県

産

業

振

興

課 

 

 ①事業計画書の提出 

 

 ②調査確認・提案内容確認等 

 
書面審査  

 ③プレゼン等について通知 

 

 審査通過の場合、以下の段階へ 

 

 

 【プレゼン等総合審査】（第２段階） 

 

中

小

企

業

者

等 
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産

業

振

興

課 

 

 ①ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（事業発表） 

 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ・書面審査  

 

 ②事業支援の採否通知 

 

 採択の場合、以下の段階へ 

 

 

 

 【補助・支援】（第３段階） 

 

中

小

企

業

者

等 

県

産

業

振

興

課 

 
①交付申請  

 
②交付決定  

 
③適宜、経営支援 

 

 
④事業遂行状況報告 

 

 ⑤実績報告 
 

 ⑥補助金支払 
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Ⅱ 地域モデル枠 

〔目的〕企業、団体などの地域の多様な組織が連携し、地域資源等を活用した新たな健康サー

ビスを構築するプロジェクトの実施に必要な経費の一部を補助します。 

募 集 件 数       

１件ないし２件程度 

（異業種企業連携枠・売れる仕掛けづくり枠と合わせて予算の範囲内で調整） 

補助対象経費 概ね３００万円以上（事業費ベース） 

補 助 率       

 １年目事業：補助対象経費の１／２以内 

 ２年目事業：補助対象経費の１／３以内 

補 助 金 額       

 １年目事業：補助対象経費の１／２と５００万円のいずれか低い額 

 ２年目事業：補助対象経費の１／３と３００万円のいずれか低い額 

補助対象事業 

中小企業をはじめとする、地域の多様な組織が連携し、地域資源等を連携させた

一連の健康改善メニューの開発・事業化など、地域資源等を有効に活用した新た

な健康サービスをビジネスとして構築する事業等 

  

 具体例として 

①温泉、ウォーキング、薬膳等、地域資源を連携させた健康改善メニューを開発。 

②また、医療機関との連携による健康チェック＋健康改善プログラムの滞在型ツアーの造成。 

③健康改善メニューについて、エビデンス（科学的根拠）担保のため、大学等の研究機関又は医

療機関との連携による調査研究。 

④顧客の健康チェックデータを一連のサービス提供事業者が、共通フォーマットで確認できるシ

ステムを構築。（このほか、顧客管理データベースの構築、インターネットを通じた顧客フォ

ローアップシステムの構築など） 

⑤健康改善メニューサービス提供のための人材育成（ソムリエ、コンシェルジュ、山岳・アウト

ドア等） 

⑥健康改善メニューやツアーのブランド化事業（プロモーション事業） など 

  ※①から⑥までを一連の事業として行うもので、あくまでも一例です。 

   

 補助対象経費は、次のとおりです。 

経費区分         補 助 対 象 経 費                 

謝 金 専門家謝金（委員謝金、講師謝金、アドバイザー雇上費等） 

旅 費 専門家旅費、職員旅費（情報収集、調査研究のためのもの） 

庁 費 
労務費、通信運搬費、プロバイダー契約料、資料購入費、借料又は損料、印刷製

品費、消耗品費、会場整備料、雑役務費、広告宣伝費、備品等購入費 

研究開発費 

（試作実験費

含む） 

原材料費、外注費、コンサルタント料、借料又は損料、研究開発費（製造･改良･

加工料、試作費、実験費、設計費）、開発委託費、備品等購入費、産業財産権等

取得費、委託料 

ただし、コンソーシアム内の団体同士による外注費等は対象になりません。 

調査分析費 マーケティング調査費、モニター調査分析費 
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Ⅲ 異業種企業連携枠 

 〔目的〕地域・分野を特定しない企業等の連携により、健康関連分野への新事業展開に資する

機器、食、サービス等を開発・構築するプロジェクトを支援します。 

募 集 件 数       

１件ないし２件程度 

（地域モデル枠・売れる仕掛けづくり枠と合わせて予算の範囲内で調整） 

補助対象経費 概ね３００万円以上（事業費ベース） 

補 助 率       

 １年目事業：補助対象経費の１／２以内 

 ２年目事業：補助対象経費の１／３以内 

補 助 金 額       

 １年目事業：補助対象経費の１／２と５００万円のいずれか低い額 

 ２年目事業：補助対象経費の１／３と３００万円のいずれか低い額 

補助対象事業 
中小企業をコアとする連携体により、健康・福祉・医療関連分野での新事業展開

に資する機器、食、サービス等を開発・構築し、事業化まで実施する事業等。 

  

 具体例として 

①健康・福祉・医療分野の現在市場に出ていない新商品の研究・試作・開発 

 ・新しい素材を用いた機能性の健康食品 

 ・医療機関（又はパーソナルトレーナー）と連動した健康管理が可能な健康増進機器 

 ・携帯・遠隔健康チェック機器 

 ・トータルな健康改善プログラム及び管理システム 等  

②試作した商品･サービスのモニタリング、マーケティング調査 

③製品･サービスのプロモーション事業   など 

  ※①から③まで一連の事業として行うもので、あくまでも一例です。 

   

 補助対象経費は、次のとおりです。 

経費区分         補 助 対 象 経 費                 

謝 金 専門家謝金（委員謝金、講師謝金、アドバイザー雇上費等） 

旅 費 専門家旅費、職員旅費（情報収集、調査研究のためのもの） 

庁 費 
労務費、通信運搬費、プロバイダー契約料、資料購入費、借料又は損料、印刷製

品費、消耗品費、会場整備料、雑役務費、広告宣伝費、備品等購入費 

研究開発費 

（試作実験費

含む） 

原材料費、外注費、コンサルタント料、借料又は損料、研究開発費（製造･改良･

加工料、試作費、実験費、設計費等）、開発委託費、備品等購入費、機械装置等

購入費、産業財産権等取得費、委託料 

ただし、コンソーシアム内の団体同士による外注費等は対象になりません。 

調査分析費 マーケティング調査費、モニター調査分析費 
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Ⅳ 売れる仕掛けづくり枠 

 〔目的〕既に市場化がなされた健康関連商品（機器・食・サービス等）の一層の販売拡大を 

目指す、企業等の連携によるプロジェクトを支援します。 

募 集 件 数       

１件ないし２件程度 

（地域モデル枠・異業種企業連携枠と合わせて予算の範囲内で調整） 

補助対象経費 概ね３００万円以上（事業費ベース） 

補 助 率       

 １年目事業：補助対象経費の１／２以内 

 ２年目事業：補助対象経費の１／３以内 

補 助 金 額       

 １年目事業：補助対象経費の１／２と５００万円のいずれか低い額 

 ２年目事業：補助対象経費の１／３と３００万円のいずれか低い額 

補助対象事業 

既に市場化がなされた商品の一層の販売拡大を目指し、地域・分野を特定しない

企業等が連携し、商品の新たな付加価値の創出、売り方の構築などの事業展開を

目指す事業等 

  

 具体例として 

①既存の健康関連商品･サービスの販売拡大に向けた連携体を構築 

 ・機器にソフト(活用処方)を追加し付加価値を向上 

 ・市場動向に即した既存サービスのアレンジ 

 ・既存の機能性食品に新たな機能性を付加 

②新たな付加価値を追加する研究・試作・開発を実施 

③新たな市場を開拓するためのモニタリング、マーケティング調査 

④製品・サービスのプロモーション活動   など 

  ※①から④まで一連の事業として行うもので、あくまでも一例です。 

   

 補助対象経費は、次のとおりです。 

経費区分         補 助 対 象 経 費                 

謝 金 専門家謝金（委員謝金、講師謝金、アドバイザー雇上費等） 

旅 費 専門家旅費、職員旅費（情報収集、調査研究のためのもの） 

庁 費 
労務費、通信運搬費、プロバイダー契約料、資料購入費、借料又は損料、印刷製

品費、消耗品費、会場整備料、雑役務費、広告宣伝費、備品等購入費 

研究開発費 

（試作実験費

含む） 

原材料費、外注費、コンサルタント料、借料又は損料、研究開発費（製造･改良･

加工料、試作費、実験費、設計費等）、開発委託費、備品等購入費、機械装置等

購入費、産業財産権等取得費、委託料 

ただし、コンソーシアム内の団体同士による外注費等は対象になりません。 

調査分析費 マーケティング調査費、モニター調査分析費 
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Ⅴ 補助対象経費の補足説明  

 補助事業を行うにあたり特別会計等の区分経理を行ってください。補助対象経

費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等

が確認できるもののみになります。 

 

 

（１）謝金 

   専門家謝金 

    専門的知識を有する者に対して、委員会の委員、アドバイザー等として

依頼し、指導・相談等を受けた場合のほか、セミナー等講演をする際の講

師や人材育成のための講師などに謝礼として支払われる経費。 

    ※コンソーシアム参加者を専門家として支出の対象にすることはできま

せん。 

 

（２）旅費 

  ア．専門家旅費 

    委員会等会議の出席又は指導、セミナー等講演をする際の講師や人材育

成のための講師等を行うための旅費として依頼した専門家に支払われる経

費。 

  イ．職員旅費 

    代表団体又は連携参加団体の職員が、情報収集や調査研究を行うための

旅費として支払われる経費。 

 

（３）庁費 

  ア．労務費 

    事業を遂行するために専任的に事業に従事する者の人件費 

    単にコンソーシアム事務局としての連絡調整や、企業の総務運営に係る

人件費は対象になりません。 

  イ．通信運搬費 

    郵便代、運送代、通信料等として支払われる経費。 

  ウ．プロバイダー契約料 

    インターネット接続のためプロバイダーと契約するための経費。 

  エ．資料購入費 

    図書、参考文献、資料等を購入するために支払われる経費。 

    ※「資料購入費」は一冊当たりの限度額を、10万円とします。 

  オ．借料又は損料 

    事務機器等のレンタル料又はリース料、会場借り上げ料として支払われる

経費。 

  カ．印刷製本費 

    資料、広報に係るチラシ等の印刷費等として支払われる経費。 
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  キ．消耗品費 

    消耗品を購入するために支払われる経費。 

  ク．会場整備費 

    健康測定、イベント等の会場整備に係る費用として支払われる経費。 

  ケ．雑役務費 

    当該事業遂行に必要な業務・事務等を補助するために臨時的に雇い入れた

者（パート、アルバイト）の賃金、交通費として支払われる経費。 

  コ．広告宣伝費 

    モニター事業告知、プロモーションとしてのポスター等の作成のほか、新

聞広告、TV放映、ラジオの活用など、当該事業遂行に必要な広告宣伝の費用

として支払われる経費。 

  サ．備品等購入費 

    事務機器等、備品等を購入するために支払われる経費。 

 

（４）研究開発費 

  ア．原材料費 

    機器、食品等の試作や実験を行うために必要な材料を購入するために支払

われる経費。 

    ※コンソーシアム参加団体からの調達に係る経費は対象になりません。 

  イ．外注費 

    新サービス構築等のためのエージェント、医療検査、機器や食品の試作の

加工等を外注するために支払われる経費。 

    ※コンソーシアム参加団体同士による外注費は対象となりません。 

  ウ．コンサルタント料 

    ツアー・イベント企画、商品開発のための技術指導等、当該事業遂行のた

めにコンサルタント会社等を活用する費用として支払われる経費。 

  エ．借料又は損料 

    研究開発のために検査機器、会場等を借り上げ等するために支払われる経

費。 

  オ．研究開発費 

  （ア）製造･改良･加工料 

     試作・実験等を行うために必要な設備の製造・改良・加工に必要な費用

として支払われる経費。 

  （イ）試作費 

     試作品の開発・製造・改良・加工を行うために支払われる経費。 

  （ウ）実験費 

     試作に必要な実験・分析等を行うために支払われる経費。 

  （エ）設計費 

     試作品及び試作品を製造するための機械装置等を製造する上で必要な設

計をする際に支払われる経費。 
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  カ．開発委託費 

    試作品の開発等を委託する際に支払われる経費。 

    ※研究開発に要する経費の全部又は研究開発の中枢をなす部分を委託する

ことはできません。 

  キ．備品等購入費 

    試作品の開発や実験等を行うために必要な備品を購入するために支払われ

る経費。 

  ク．機械装置等購入費 

    試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等を購入するために支

払われる経費。 

    ※機械装置等購入費は、原則として50万円未満のものに限ります。 

  ケ．産業財産権等取得費 

    特許法、実用新案法、意匠法に定められた権利を取得するために、弁理士

への手続き代行費及び翻訳料等に要する経費。 

  コ．委託費 

    外注加工、産業財産権等取得費以外で、外部委託が必要な費用として支払

われる経費。 

 

（５）調査分析費 

  ア．マーケティング調査費 

    開発商品や新サービスのマーケティング調査に係る費用として支払われる

経費。 

  イ．モニター調査分析費 

    アンケート等、モニタリング調査及び分析に係る費用として支払われる経

費。 
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（様式１） 

受付番号   

 

平成20年度「健康関連ビジネスモデル推進事業」公募申請書 

※□印には該当するところにチェックマークを入れてください。 

名   称 

代表者氏名 

(代表者氏名は役職も記載してください) 住

所

〒 

 

TEL （   －   －    ）   FAX （   －   －    ） 

業 種  従業員       人

資本金又は出資金        千円 年間売上高          千円

申
請
者
（
代
表
団
体
） 

団体の概要 

主力商品･得意技術  創業年     年  月

事業テーマ  （事業内容を表現する適切な名称を記載してください。） 

事 業 区 分  □地域モデル枠 □異業種企業連携枠 □売れる仕掛けづくり枠 

希望する 

補助事業期間 
  □ １年間に限り補助を希望   □２年続けて補助を希望 

プロジェクト 

責 任 者 

氏名(ふりがな)： 

所属部署名： 

役   職： 

TEL: 

FAX: 

E-mail: 

連絡担当者  

氏名(ふりがな)：（プロジェクト責任者と 

所属部署名： 同一でも構いません） 

役   職： 

TEL: 

FAX: 

E-mail: 

事業の概略 

（目的、事業の内容、セールスポイント、見込む成果について要約して記載してくださ

い。） 

 

 

補助事業期間 

で期待される 

成  果 

 

連携参加団体 

(代表団体を 

除いて列記) 

 団体数      

 

補助金の交付を 

受けた実績又は 

申請する予定 

（過去５年間に補助金の交付を受けた実績及び本実施テーマに関わる内容で当該

年度の他の補助金への申請(予定)（国含む。）の状況を記入してください。） 

事 業 の 日 程           開始予定 平成  年  月  日    完了予定 平成  年  月  日 
 

年度 事業に要する全経費 補助対象経費 補助金交付期待額 

２０ 円 円 円 

印
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事業計画書  

１ 連携体の概要 

 

（１）代表団体の財務データ 

 売上高（千円） 経常利益（千円） 自己資本（千円） 

前 々 期 末 

／ 期 

   

前 期 末 

／ 期 

   

今期末(見込み) 

  ／ 期 

   

 

（２）連携参加者の概要（代表団体を含む。） 

NO. 名   称 
大企業・ 

中小企業の別

 上段:所在市町村

 下段:業 種 
連携体での役割 

 
１  

 

 

 
２  

 

 

 
３  

 

 

 
４  

 

 

 
５  

 

 

 
６  

 

 

 

（３）外部の協力者 

 ◆外部企業・機関 

NO. 名   称 所在市町村 委託する(協力を受ける)業務内容 
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事業計画書 

２ 事業の内容 

（１） 

 事業の背景 

(現状と課題) 

 

 

（２） 

事業の目的 

 

（３） 

実施内容 

 

（４） 

競合する事業

者、事業分野

との比較・相

違点 

 

 

（既存の他の事業との相違点等から本事業の特徴を記述してください。） 

 ＊ 用紙が足りない場合は、コピー又は適当な用紙を追加して用いても構いません。 
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事業計画書 

３ 成果の事業化計画 

（１） 

顧客層の設定 

顧客ニーズ 

 

（想定される主な顧客層及びその数の設定） 

（２） 

期待される 

成果と 

売上目標 

 

（３） 

事業化への 

シナリオ 

（マーケット戦略、成果のフォローアップ体制など、事業化し、売上目標を達成す

るためのシナリオを記載する。） 

（４） 

連携参加者 

による利益 

配分の仕組み 

 

（５） 

本事業の 

業績見込み 

 

（単位：千円）

 / 月期 

(今年度) 

/ 月期 

(2年度目)

/ 月期 

(3年度目)

/ 月期 

(4年度目) 

/ 月期 

(5年度目)

収 益  

運営費用  

損 益  

  
 

 ＊ 用紙が足りない場合は、コピー又は適当な用紙を追加して用いても構いません。 
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事業計画書 

４ 事業実施スケジュール 

（１）補助事業期間の事業スケジュール 

 ◆１年目事業 

      時期

実施項目 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

           

 【１年目事業までの成果】 

（１年目まで達成すべき成果を記述する。） 

 

 

 

 

 

 

 ◆２年目事業 

   時期 

実施項目 

４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１

月 

２

月 

３

月 

             

 【２年目事業までの成果】 

（２年目までに達成すべき成果を記述する。） 

 

 

 ＊ 用紙が足りない場合は、コピー又は適当な用紙を追加して用いても構いません。 
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（様式２） 
 

事業費明細書 
（平成  年度） 

 
(1
 
) 資金調達内訳                         

 
 

 
区    分 

事業に要する全経費
(円) 

資金の調達先 

 
自 己 資 金 

  

 
借  入  金 

 （借入先を記載） 

 
補  助  金 

 
Ａ 

新潟県 

 
そ  の  他 

  

 
合     計 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)資金調達内訳の補助金と 

(2)補助金相当額の手当方法 

の合計額は一致します。 

 
 
(2) 補助金相当額の手当方法 
  
        
       

区    分 
補助金相当額(円) 資金の調達先 

 
        
    

 
自 己 資 金 

  

 
借  入  金 

 （借入先を記載） 

 
そ  の  他 

  

 
合     計 

Ａ  

※ 補助金は精算払いになりますので、補助金支払時まで補助金相当額の負担が必
要になります。 
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(3) 資金支出内  
  

     単 価 事業に要す 補 助 対 象      補 助 金  

経 費 区 分       種  別 仕様 単位 数 量  る 全 経 費     経   費 交付申請額 備  考

     （円） （円） （円） （円）  

            

        

   ・できるだけ具体的に記載すること。    

   ・「○○一式」といった書き方は避けること。    

          

           

    ・経費区分ごとに記載すること  

     ・補助対象経費の１／２の範囲内になるよう補助金額を割り振

ること 

 

      

          

           

         購入予定先を記載すること 

          

          

   

 ・「地域モデル枠」は８頁、「異業種企業連携枠」は９頁、「売れる仕掛けづくり枠」は10頁の経費区分によること  

 ・経費区分ごとに小計欄を設けること  

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

         

 注）経費区分ごとに小計を設けること。用紙は複数になっても構いません。 
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◆「事業費明細書」記載上の注意 

 

 

１．「(1) 資金調達内訳」の合計と「事業に要する全経費」の合計とが一致するよ

うに記載してください。 

 

２．「種別」とは、原材料名、構築物名、機械装置名等それぞれの品名、調査名、

手段、内容等をいいます。技術コンサルタントを受ける場合は、相手先の名称又

は氏名を記載してください。「仕様」とは、それぞれの形式、性能、構造等をい

います。 

 

３．「単位」とは、それぞれの物の算出単位をいい、㎏、㍑、缶、台、件、時間等

をいいます。 

 

４．「事業に要する全経費」とは、当該プロジェクトを遂行するために必要な経費

をいい、ここでは数量に単価を乗じた額をいいます。 

 

５．「補助対象経費」とは、「事業に要する全経費」のうちで、補助対象となる経

費をいいます。 

 

６．「補助金交付申請額」とは、「補助対象経費」のうちで、補助金の交付を希望

する額で、その限度は、「補助対象経費」に補助率（１／２or１／３）を乗じた

額と各事業区分の補助限度額のいずれか低い額以下になります。 

 

７．「備考欄」には、補助対象物件の購入予定先を記載してください。 

 

８．構築物（技術の開発・試験用の風洞、水槽、防壁等をいう。）、機械装置及び

工具器具等については、購入、建造若しくは試作、改良、据付け、借用又は修繕

の別を備考欄に記載してください。 

  また、機械装置及び工具器具等を自家製造する場合は、木型、鋳物、鋼材等を

原材料費に計上し、その内訳を仕様の欄に記載してください。 

 

９．補助対象経費である機械装置等には、生産用設備は含まれません。 

  また、汎用性があり、目的外使用の疑いが強いものについては、補助対象外と

する場合があります。 
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（様式３）※「売れる仕掛けづくり枠」のみ作成・添付が必要 

 

経営計画書（該当事業部門） 

 

（金額単位：千円） 

 
１年前 

(Ｈ19/ 月期) 
直近期末 

(Ｈ20/ 月期)
１年後 

(Ｈ21/ 月期)
２年後 

(Ｈ22/ 月期) 
３年後 

(Ｈ23/ 月期)

①売上高   

②売上原価   

③売上総利益 

 (①－②) 
  

④販売費及び 

 一般管理費 
  

⑤営業利益   

⑥営業外費用   

⑦経常利益 

 (⑤－⑥) 
  

⑧人件費   

⑨設備投資額   

⑩運転資金   

⑪減価償却費   

普通償却額   
 

特別償却額   

⑫付加価値額 

 (⑤＋⑧＋⑪) 
  

⑬従業員数   

⑭一人当たり 

付加価値額 

 (⑫÷⑬) 
  

注１：該当事業部門(または開発商品)の会計について記入すること。 

注２：各種指標の算定は以下のとおり。 

   「営業利益」 ＝売上総利益（売上高―売上原価）－販売費及び一般管理費 

   「経常利益」 ＝営業利益―営業外費用（支払利息、新株発行費等） 

   「付加価値額」＝営業利益＋人件費＋減価償却費 
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（様式４） 

  株 主 等 一 覧 表                  

（平成  年  月  日現在） 

 

                             申請者名           

 

（株 主） 

 株 主 氏 名              住       所 持株数 比 率     備 考     

 ㈱ ○ ○ ○ ○○県○○市○○ ○－○ 17,000 22.16 資本金４９，０００千円・従業員３０人

 × × × × ○○都○○市○○○○○－○ 17,020 21.28  

 □ □ □ □ ○○都○○市○○○○－○ 10,530 13.16  

 △ △ △ △ ○○都○○区○○○○○－○○ 10,000 12.50  

 ○ × □ △ ○○県○○市△△町○○－○ 5,900   7.38  

 □ △ × ○ ○○県○○○市○○区○－○ 5,900   7.38  

 × ○ △ □ ○○○県○○市○－○ 5,790   7.24  

 △ □ ○ × 神奈川県○○○－○○○○ 7,160   8.95  

 【注 意】 株主が法人の場合は、備考欄にその法人の資本金及び従業員数を記入                                         

       してください。          

 

（役 員） 

  役 員 名          氏 名             住   所   備 考     

代 表 取 締 役 社 長             ○ ○ ○ ○ ○○県○○市○○○○－○ 

  代表取締役社長 

 ㈱△△△△ 

 ○○○○㈱ 

代 表 取 締 役 専 務             ○ △ △ △ ○○県○○市○○町○○－○ 
  代表取締役専務 

      同 上 

代 表 取 締 役 専 務             × □ × □ ○○県○○○市○○－○○  

常 務 取 締 役             □ ○ ○ □ ○○府○○市○○○－○  

取 締 役             × × ○ ○ ○○都○○区○○○○－○○  

取 締 役             △ ○ × □ ○○県○○市○○－○○  

    

 ※ 他社の役員を兼務している場合は、備考欄にその会社名及び役員名                                        を記入してく

ださい。 
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（様式５） 

 

参加団体等の概要（企業・団体等の場合） 

団体・企業名  

代表者氏名   URL http:// 

本 社 住 所 〒 

設 立 年 月 西暦    年  月 主 取 引 銀 行  

資 本 金 百万円 資 本 系 列  

従 業 員 数 人 加 盟 協 会  

団体・企業の沿革： 

 

 

 

 

氏     名 役職名 担当部門 常勤･非常勤の別

   

   

   

   

   

主
要
役
員
（
非
常
勤
は
役
職
の
前

に
○
印
を
記
す
） 

   

株  主  名 持株数 構成比（％） 貴社との関係 

 ％  

 ％  

 ％  

 ％  

 ％  

主 

要 

株 

主 

 ％  

業績（売上）  （百万円） 

前々期末 

/ 期 

前期末 

/ 期 

今期末(見込み) 

/ 期 

事
業
規
模 
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Ⅴ 事業イメージ（例） 

 地域モデル枠  

 ＜事業イメージ１＞ 

  温泉地において、健康増進のための温泉プログラムに加え、タラソセラピー、

森林浴、薬膳等を提供することで観光の集客向上とともに、地域住民の健康増進

に寄与。健康増進効果について、医療機関、大学等がエビデンスを担保し、サー

ビスのストーリー化。 

 

 ＜事業イメージ２＞ 

  X線CT,脳ドック等、医療機関の高度健診プログラムと体験農業やエコツーリズ

ム的要素を加え、最先端の健康診断とリラクゼーション、心身の健康づくりを同

時に提供するサービスをコミュニティビジネスの仕組みにより低料金で提供。 

 

 

 

【地域資源活用健康プログラムと医療機関によるエビデンスの融合イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験農業

温泉

マリンスポーツ

森林浴・
エコツーリズム 宿泊

薬草

有機野菜

連携システム

健康教室
ﾌｨｯﾄﾈｽ

タラソセラピー

地域資源
＋

健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

郷土料理 体験農業

温泉

マリンスポーツ

森林浴・
エコツーリズム 宿泊

薬草

有機野菜

連携システム

健康教室
ﾌｨｯﾄﾈｽ

タラソセラピー

地域資源
＋

健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

郷土料理
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 異業種企業連携枠  

 

 ※異業種間連携によるイノベーションの例 

 

 ＜事業イメージ例１＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事業イメージ２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事業イメージ３＞ 

土木 農業 

安心･安全の向上 新たな機能性食品 

植物工場など 

病院 温泉 

交流人口の増加 健康診断・推進 

滞在型健康サービスなど

先端素材機器など 

ユーザーニーズに対応 
軽量で頑丈 使い勝って向上

金属加工 
医療・ 

福祉事業者 

リゾート 

健康食品 
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 売れる仕掛けづくり枠  

＜事業イメージ１＞ 

 フィットネス企業が会員の商品満足度を高め、販売機会の増加に結びつけるため、

大学・医療機関・機器製造業と連携し既存サービスの高付加価値化（ソフト＋ハー

ド）を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学・医療機関

フィットネス業

効果検証・

プログラム開発

健康志向の高い会員

個々の目標に合わせた
セミオーダーメード型
運動プログラムの提供

機器製造業

ﾌｨｯﾄﾈｽﾏｼﾝ

大学・医療機関

フィットネス業

効果検証・

プログラム開発

健康志向の高い会員

個々の目標に合わせた
セミオーダーメード型
運動プログラムの提供

機器製造業

ﾌｨｯﾄﾈｽﾏｼﾝ

 

 

＜事業イメージ２＞ 

 通年での集客増加を目指し滞在型健康プログラムを医療機関とともに開発したリ

ゾートホテルが、H20の特定検診・特定保健指導の義務化に着目し、滞在型健康プロ

グラムを企業健保組合向けにアレンジしアプローチ。 

 

医療機関

リゾートホテル

個人ユーザー向け

滞在型健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

企業健保組合

検診受託機関

健保組合のニーズに沿った
商品提供体制を構築

・医師が対応、安心して再委託
・効果は検証済み
・対象者は自然の中で効果的な
運動を体験

プログラムアレンジ

運動指導の一部を

再委託

医療機関

リゾートホテル

個人ユーザー向け

滞在型健康ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

企業健保組合

検診受託機関

健保組合のニーズに沿った
商品提供体制を構築

・医師が対応、安心して再委託
・効果は検証済み
・対象者は自然の中で効果的な
運動を体験

プログラムアレンジ

運動指導の一部を

再委託
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